










緒言

　政令市を除く一般の市町村では,保健所保健婦と市町村役所の保健婦とが同

一地域を対象とした活動を行なっている。県保健所と市町村との対人保健サー

ビスの重複・二重構造に対して,両者間の調整を業務分担で行なうか,地区分担

で行なうか議論の多いところである。市町村における母子保健サービスの効率

化・システム化を行なうさいに,システム設計の段階でこの問題があがってく

る。


